
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このマニュアルは、標茶町タウンプロモーションロゴマークを正しく使用するためのルールやコンセ 

プトをまとめたものです。 ロゴマークを使用する際には、本マニュアルや標茶町タウンプロモーショ

ンロゴマーク使用取扱要綱をご確認ください。 

 



令和７年４月 作成 

 

 

■標茶町タウンプロモーションロゴマークについて                         

 標茶町では、「標茶町」の知名度を上げ、人口減少に歯止めをかけることや関係人口等の創出を目的と

し、標茶町をどのように宣伝をしていくことが良いか、その方針をまとめた「標茶町タウンプロモーショ

ン計画」を令和７年３月に策定しました。 

 タウンプロモーションは行政だけではなく、標茶町に住む方々をはじめ、標茶町と関りを持つ個人・企

業等の力を合わせ、標茶町をＰＲしていく必要があります。そのため、標茶町をブランディングする一つ

の戦略としてロゴマークを作り、幅広く活用されることを期待しています。 

 

 

■コンセプト                                          

しべちゃって惜しいところだらけなんです ⇒ 【 しべ推し 】 

 人も自然もすばらしく、もっと有名になってもいいポテンシャルを秘めているのに、スポットが当たる

機会はやや少なめ。ちょっぴり「惜しい」ところがあるけれど、誰もがそんな一面を愛おしく思っている。

その大らかさも、このまちの魅力のひとつ。 

 この愛おしさを、もっと大切にしていきたい。このまちを推してくれる人を増やしていきたい。そんな

メッセージを込めて「しべ推し」に決定。 

 

 サブタイトル：いと、おしい。愛おしい。 

 「惜しさ」という言葉から生まれましたが、伝えるのはあくまで「愛おしさ」というポジティブなイメ

ージ。愛着を持って長く使い続けていけるよう「愛おしさ」が前面に出るサブタイトルを付属。 

 ※「いと」は古語で「とても」「非常」を差す言葉。愛おしいの「いと」を掛け合わせている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ロゴデザイン                                         

 愛着心が伝わるような、温かみのある雰囲気に。酪農（牛）と自然（湿地、湖とカヌー、羊と鹿）の要

素で構成。「しべ推し」のキャッチコピーとともに、グッズ展開しやすいイラストデザインにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ロゴ配色について                                       

 ロゴについては配色が決まっています。ロゴを使用する場合は配色を変更せずご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

※キャッチコピーについても対応するロゴと同様の配色とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■使用可能デザイン 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈基本〉 〈基本〉 

〈Ver.1〉 〈Ver.1〉 

〈Ver.2〉 

〉 

〈Ver.2〉 

〈Ver.3〉 

〉 

〈Ver.3〉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用禁止例                                         

⓵サイズの変更      ②色の変更        ③左右反転 

 

 

 

 

 

 

 

④トリミング       ⑤イメージと異なる 

イラストの追加等  

 

 

  

〈Ver.黒〉 

〉 

〈Ver.黒〉 

〈Ver.白〉 

〉 

〈Ver.白〉 



・申請などについて                        

 

 

標茶町タウンプロモーションロゴマークに関する一切の権利は、標茶町に属します。 

 

ロゴマークの使用を希望する場合は、使用申請手続が必要になります。ただし、下記に該当する場合で

本マニュアルに記載のデザインを変更することなく使用するときは手続きの必要ありません。 

① 町の機関や国、地方公共団体が使用するとき。 

② 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。 

③ 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。 

④ 標茶町のイメージアップやＰＲのために使用する場合であって、収入を得ないとき。 

 

使用申請や不明点などありましたら下記の担当まで連絡をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ・使用のお申込み 

 

標茶町 企画財政課 地域振興係 

 

〒０８８－２３１２ 北海道川上郡標茶町川上４丁目２番地 

ＴＥＬ ０１５－４８５－２１１１ 

ＦＡＸ ０１５－４８５－４１１１ 

          ＵＲＬ http://www.town.shibecha.hokkaido.jp 

 

 

 

 

 

 


